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東日本大震災に伴う評価療養及び選定療養の特例取扱いについて 
（入院期間が１８０日を超える入院患者） 

 

 

東日本大震災において、特に被害が甚大であった岩手県、宮城県、福島県の東北３県につ

きまして、本年８月１日～３日、中医協委員による被災地訪問・意見交換会を実施し、その

結果から、現場の生の声を基に被災地医療の支援策として診療報酬上の算定要件の緩和措置

等を中医協において協議し、実施可能なものから早急に対応することとし、すでに看護職員

の不足に対する措置（入院基本料の看護配置基準等の要件緩和）や退院の受け皿となる後方

病床の不足に対する措置（月平均在院日数要件の緩和）を実施しているところであります。 

今般、岩手県、宮城県及び福島県に所在する保険医療機関においては、東日本大震災の影

響により、やむを得ず入院が長期化し、入院期間が１８０日を超える患者について、保険医

療機関が患者ごとに『別紙様式』に必要事項を記載の上、地方厚生（支）局長に届け出た場

合であって、当該患者の自宅が倒壊している場合等、東日本大震災の影響によりやむを得な

い事情により保険医療機関からの退院に著しい困難が伴うと判断される際には、当該患者は

１８０日を超える日以後の入院にかかる選定療養の適用除外となり、入院基本料等の減額は

行われないこととなりますので、取り急ぎご連絡申し上げます。 

なお、本特例取扱いは平成２４年３月３１日までとし、特例取扱いを受ける場合には、当

該診療月の翌月１０日までに別紙様式に必要事項を記入の上、地方厚生（支）局長に毎月届

け出るものであります。 

 

 

 

〈添付資料〉 

 東日本大震災に伴う厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養第二条第七号に規定す

る別に厚生労働大臣が定める状態等にある者の特例を定める件の取扱いについて 

 （平 23.11.15 事務連絡 厚生労働省保険局医療課） 


